
NKLetter 〒540－0012  大阪市中央区谷町1－5－4
公益財団法人  納税協会連合会
TEL 06－6135－4062（編集部直通）
FAX 06－6135－4056（　　〃　　）
無断転載を禁ず

発行：

2
NKレター

Vol.34

2022

2 2022
February ※このカレンダーには、決算日等に関係なく全ての会社に共通する期日のみ記載しています。

納税協会ホームページ　https://www.nouzeikyokai.or.jp

2 総務・経理のお仕事カレンダー

月の　　 と税務 労務

（公認会計士・税理士　井村奨 ／ 特定社会保険労務士　井村佐都美）

Column

　２月16日～３月15日は確定申告シーズンです。給与所得者は確定申
告不要の場合が多くありますが、仮に給与所得者であっても会社と一定
の取引をしている場合は確定申告の要否を検討する必要があります。ま
た、社会保険料の徴収についても併せて考慮する必要があります。

[税務上の注意点] 
　給与所得者が１か所から給与の支払を受けており、給与等の収入金額
が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けてい
る場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円
以下であれば、原則として確定申告は不要です。
　しかし、同族会社の役員等が、その同族会社から給与のほかに貸付金
の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得
金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
　したがって、これらの条件に該当する場合は、同族会社の経理担当者
は役員等に確定申告をするように注意喚起する必要があります。

[労務上の注意点] 
　税務では注意が必要な、同族会社から受け取る貸付金の利子や不動産
の賃貸料は給与とはならないため、社会保険料の徴収は不要です。
　しかし、会社から役員等への物品（例えばパソコン等）の支給（プレゼ
ント）が現物給与となれば、社会保険料の徴収が必要となります。した
がって、社会保険料の徴収の要否について注意しておく必要があります。

給与所得者の確定申告と社会保険料

●１月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
➡２月10日（木）まで

●前年12月決算法人の確定申告と納付（法人税・消費税など）
★届出により申告期限の延長と見込納付制度あり（消費税は法人税の延長とセットで）。

➡決算応当日（月末決算では２月28日（月））まで
●令和４年６月決算法人の中間申告と納付（法人税・消費税など）

➡決算応当日（月末決算では２月28日（月））まで
●３か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国
税）が400万円超の法人）のうち３月・６月・９月決算法人の中間申
告と納付

➡決算応当日（月末決算では２月28日（月））まで
●１か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国
税）の年税額が4,800万円超の法人）のうち11月・12月決算法人
（申告期限延長の場合は10月・11月・12月決算法人）を除く法人
の中間申告と納付

➡決算応当日（月末決算では２月28日（月））まで
●固定資産税・都市計画税（第４期分）の納付

➡市町村条例指定日まで

●雇用保険被保険者資格取得届の提出（１月雇入分）
➡２月10日（木）まで

●外国人雇用状況届出書の提出（雇用保険の被保険者ではない外国人の
１月雇入・離職分）

➡２月28日（月）まで

税務

労務

●健康保険・厚生年金保険の保険料納付（１月分）
➡２月28日（月）まで

●申告、納付期限等の日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たるときは、
その翌日が納付期限等の日となります。
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税理士　金井恵美子

令和５年10月
から始まる！ インボイス制度のポイント

農協特例・卸売市場特例

　インボイス制度では、インボイス発行事業者（国税庁にインボイスを発行する事業者として登録した事業者）は、買手である
課税事業者の求めに応じて、インボイスを交付し、その控えを保存しなければなりません。
　ただし、インボイスを交付することが困難であると考えられる取引もあり、その事情に配慮する観点から、インボイスを交付
する義務を免除する特例が設けられています。

インボイス交付の義務1

　出荷者が、卸売市場における卸売業務として生鮮食料品等の販売を卸売業者に委託する場合についても、出荷者のインボイ
ス交付の義務が免除されます。
　購入者は、卸売業者が交付する書類を保存して仕入税額控除を行うことができます。

卸売市場特例3
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　インボイスを交付する義務を免除する特例の一つに、「農協特例」があります。
　「農協特例」は、農家が農協に対して委託する農畜産物の販売について、次のような取扱いをするものです。

（1）無条件委託
　無条件委託とは、農家が農協に対し、売値、出荷時期、出荷先等、何らの条件を付けずに販売を委託することです。

（2）共同計算方式
　共同計算方式とは、一定の期間に出荷された同品質の農畜産物の価格を、その期間の平均価格で精算するものです。農家が、
出荷時期や市場による価格の変動に影響されない、安定した経営を行うことを目的としています。

（3）農家が免税事業者である場合
　農協特例が適用されると、農家が免税事業者であっても、買手は、農協からインボイスに代わる書類を受け取って保存し、
仕入税額控除を行うことが可能となります。
　したがって、農家は、①無条件委託　かつ　②共同計算方式による委託販売を行うことに限っては、インボイス発行事業者と
なるために課税事業者を選択する必要はありません。小規模の農家にとっては、朗報と言えるでしょう。

（4）農協以外にも適用
　「農協特例」という呼び方ですが、漁業共同組合や森林組合、農事組合法人、事業協同組合などにおいても、①無条件委託
かつ　②共同計算方式により組合員の農林水産物の委託販売を行うのであれば、この特例を適用することができます。

農協特例2

❶ その販売の委託が「無条件委託」であり、「共同計算方式」により精算されることを要件として、
❷ 売手である農家のインボイスの交付義務を免除し、
❸ 農畜産物の買手は、農協が発行する書類の保存により仕入税額控除ができる


